
期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊企画展 歴史、民族、博物、考古等に関するテーマを定め、展示を行う。 一般市民 文化課

＊自然史・歴史講座 歴史及び自然について学べる講座や講演会等を開催する。 一般市民 文化課

＊子ども考古学部 古代人の知恵や古賀市の歴史について、体験を通じて学べる講座を開催する。 小学生 文化課

＊ナイトミュージアム&ライブラリー 課題(ミニゲーム)を解きながら夜の図書館・歴史資料館を巡るイベントを開催する。 小中学生 文化課

＊歴史体験パスポート
歴史資料館において、学校の長期休暇中に様々な歴史の体験メニューを提供する。パ

スポートを配布し、体験後シールを貼付、シールの枚数に応じて景品を渡す。
高校生以下 文化課

＊一日図書館員・子ども図書館員 図書館の業務を体験する機会を提供する。 (学生を除く)一般市民、小学生 文化課

＊図書館まつり 3日間を通して、展示、物作り、講演など読書活動に参加する機会を提供する。 一般市民 文化課

＊レファレンスサービス事業 利用者の多種多様なニーズに応じて、資料及び情報の提供を行う。 一般市民 文化課

＊大人のためのおはなし会 大人を対象とした昔話や物語などの語りを開く会を開催する。 一般市民 文化課

＊読書活動促進 図書に関する講演会、講座、ものづくり体験などを開催し、読書活動の促進を行う。 一般市民 文化課

＊視聴覚資料利用促進 所蔵する視聴覚資料(上映許諾権付)を「名画会」「子ども映画会」として上映する。 一般市民 文化課

＊社会教育関係団体活動支援 市内で活動する団体の活動発表及び実践報告を「笑顔のつどい」として開催する。 一般市民 生涯学習推進課

＊公共施設美術品展示 前年度受賞した市民の作品を、市役所内で１か月ごとに入れ替えて展示を行う。 一般市民 文化課

＊文化芸術交流事業事務
古賀市・７町(糟屋郡)と福津市、宗像市の持ち回りで、毎年開催されている美術展と芸

能部門の発表会。
一般市民 文化課

＊学校図書館・公共図書館相互賃借
公共図書館及び学校図書館ネットワークを使い、横断検索で資料の検索や、公共図書

館間や学校図書館間で相互貸借を行う。
一般市民 文化課

＊芸術文化の祭典 市内で活動する文化芸術団体の芸術・芸能部門の発表会を開催する。 一般市民 文化課

＊コンサート
市内で活動する音楽団体を出演者としてお昼時に気軽に身近で音楽を楽しめるコン

サートを開催する。
一般市民 文化課

＊童謡まつり 童謡をテーマに幅広い世代の市民が演奏や歌を披露する発表会を開催する。 一般市民 文化課

期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊青少年体験活動推進 青少年育成団体が連携し、活動紹介等を交えた「わくわくフェスタ」を開催する。 一般市民 青少年育成課

＊子ども絵画教室 古賀竟成館高等学校の学生を講師とした絵画教室を開催する。 小学生 文化課

中期

＊文化教養向上 隣保館「ひだまり館」で、生花、民舞、パソコンの各種文化教室を実施する。 一般市民 隣保館

短期

長期

中期

長期

●近隣都市との広域的な連携を図り、情報交換を行います。

●文化芸術活動を行う個人や団体を行政が行う事業に積極的に活用します。

眠った宝を起こす

●子どもの視点を文化芸術振興へいかし、市内外へ発信していきます。

●中学校美術部や古賀竟成館高等学校のベーシックデザインコースとの連携を図り、文化芸術振興へいかします。

●近隣都市圏の文化芸術活動を調査研究し、新たな視点で事業を再生します。

●地域での文化芸術活動の活性化をめざし、新たな活動場所を開拓します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化芸術振興計画　後期アクションプラン見直し（案）　　　　　短期：1年～3年　中期：4年～7年　長期：8年～10年

古賀市の個性を起こそう

今ある宝を再認識する

●文化芸術活動や文化的資源を積極的に市内外へ情報発信します。

短期

●リーパスプラザこがなどの文化施設を活用した学習機会を提供します。



期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊小学校親子読書活動促進 家庭読書の幅を広げる活動や各学校で講師を招いた読書会、読書活動の発表を行う。 小学生、保護者 文化課

＊読書ノート
市立図書館及び学校図書館で借りた本の書名や作者、感想等を記録することができる

読書ノートを作成、配布する。
小学校1年生 文化課

＊中学生読書サポーター 読書活動の促進をサポートする人材の育成を目的として講座を開催する。 中学生 文化課

＊アート・バス 希望する子どもたちをバスに乗せ、美術館に連れにつれていく。 中学生以下 文化課

＊読書推進 図書委員、おはなし会、読書週間の運営に関わる事務を行う。 小中学生、保護者、教職員 学校教育課

＊青少年音楽活動支援 小学生で構成されるマーチングバンドの団体である古賀キッズブラスを支援する。 小学生 青少年育成課

＊セカンドブック 家庭読書の普及のため、3歳児健診会場及び図書館で絵本としおりを配布する。 3歳の児童、保護者 文化課

＊読み聞かせ促進
絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居、手遊び等を交えながら読書ボランティア団体の

協力のもと、おはなし会を実施。
小学生以下 文化課

＊青少年体験活動推進 九州産業大学と連携し、学生を講師とした「アート教室」を開催する。 小中学生 青少年育成課

＊子ども居場所提供
児童館利用者が実行委員会を組織して、千鳥児童センターにおいて「COSMOX(コス

モックス)まつり」を行う。
一般市民 青少年育成課

＊乳幼児親子相談
「７か月っこ広場」「１歳誕生広場」等を開催し、親子遊びやスタッフによる月齢児

の発達についての講話や個別相談を実施するとともに、親同士の交流を促進する。
2歳以下の児童、保護者 子育て支援課

＊乳幼児親子居場所提供
つどいの広場「でんでんむし」において、子育て中の親子が気軽に利用し、親子同士

が一緒に遊ぶ等交流を通じて子育てに関する情報交換や仲間づくりの場を提供する。
就学前の児童、保護者 子育て支援課

＊乳幼児絵本との出会い促進
4か月健診に合わせて、絵本の読み聞かせや配布、図書館からの説明等を行うととも

に、子どもの育ちにおけるメディアの影響についての啓発を行う。
4か月の児童、保護者 子育て支援課

中期

＊視聴覚障がい者読書支援
朗読ボランティアが録音したテープや図書館の資料(カセットブック録音図書)を無償郵

送システムを使って市内視覚障がい者へ提供する。
視覚障がいを持っている方 文化課

＊地域人権啓発 人権をテーマにした学習や、異国文化や音楽を使った介護予防の講座等を開催する。 一般市民 隣保館

＊介護予防サポーター養成講座 運動や音楽活動等を通して、地域で介護予防に関わるサポーターを養成を行う。 一般市民 介護支援課

＊地域介護予防推進 地域における運動や音楽を使った介護予防活動の支援、出前講座などを行う。 一般市民 介護支援課

＊ねんりんスポーツ・文化祭 県と連携しながら、スポーツや文化イベントへの参加を促し、表彰を行う。 概ね60歳以上の市民 介護支援課

＊地域活動サポートセンター（ゆい）管理運営
地域の介護予防活動を担う人材育成および介護予防サポーターを地域活動にコーディ

ネートを行う等、介護予防・日常生活支援の拠点として管理運営を行う。
概ね60歳以上の市民 介護支援課

＊高齢者生きがいづくり支援センター（えんがわくらぶ）運営 高齢者等の健康づくり・生きがい活動・世代間交流の支援を行う。 概ね60歳以上の市民 介護支援課

＊介護予防・生きがいづくり支援（しゃんしゃん）
「しゃんしゃん」の管理運営や、手芸、芸術、園芸などを取り入れた介護予防、健康

づくりの支援を行う。
65歳以上の市民 介護支援課

＊介護予防支援センター（りん）管理運営
「ふれあいセンターりん」の管理運営や、音楽、物作り、ダンス、運動等を取り入れ

た生きがい活動支援、同活動での制作物の販売を行っている。
60歳以上の市民 介護支援課

●子どもたちが文化芸術に親しむ機会を学校と連携を図り、提供します。

短期

長期

●文化芸術活動に託児サービスの提供を推進します。

●子育て世代、シニア世代、障がい者、外国人などが活躍できる、文化芸術の場を提供します。

●子どもたちが幼少期から文化芸術に触れる機会を提供します。

古賀市の新しい魅力を興す

人にやさしいまちづくり



期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊外出促進
市内のイベントや地域活動を掲載したハンドブックを作成し、参加毎にシールを配

布。5枚集めて応募でき、抽選にて賞品を配布する。
60歳以上の市民 介護支援課

＊人材育成事業 市の文化芸術振興を先導する人材の育成を目的とした講座等を実施する。 一般市民 文化課

期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊公募型補助金 公募により公益性が認められた事業に対して3年間を限度として補助金を交付する。 一般市民 文化課

＊地域文庫・読書ボランティア支援事業 地域文庫への配本や、読書ボランティアの育成、支援等を行う。 一般市民 文化課

＊コスモス市民講座 音楽、歴史、物作りなどを取り入れた講座を開催し、社会教育の機会を提供する。 一般市民 生涯学習推進課

＊文化芸術振興計画管理事務 古賀市文化芸術審議会の運営や、古賀市文化芸術振興計画の管理事務を行う。 古賀市文化芸術審議委員 文化課

＊文化財指定管理事務 国、県、市が指定した文化財の保護管理、審議会の運営、文化財の指定等を行う。 文化財 文化課

＊重要遺跡等保護活用事業 船原古墳等重要遺跡の調査、保存活用、公開活用、整備を行う。 文化財 文化課

＊埋蔵文化財発掘調査事業 埋蔵文化財の発掘調査を行う。 文化財 文化課

＊文化財収蔵庫管理 文化財収蔵庫の維持管理等を行う。 文化財 文化課

期間 ●目標／＊事業名 概要 対象 担当課

＊古賀の魅力再発見コンテスト 地域の魅力をテーマとした絵画と写真を募集し、審査、表彰、展示をする。 一般市民 都市計画課

●文化財の保存、継承、整備を行います。

短期

中期

長期

●文化の仕掛人やコーディネーターを育成します。

●文化芸術に関する情報の収集・提供を一元化するなどの、センター的機能を担う拠点の整備を行います。

●地域に文化芸術活動を推進する人材を育成します。

●文化芸術に関するネットワークづくりを行います。

●本計画を様々な機会に啓発を行い、文化芸術に関する意識啓発を行います。

●誇り高い豊かな古賀市を次世代に引き継ぎます。

●文化芸術活動を通して、古賀市の個性を起こし、魅力を興して、豊かで誇れるまちづくりを推進します。

ざわめきづくり

長期

短期

中期
●観光・産業振興を文化芸術活動で支援します。

短期

環境づくり

誇りを起こす

●他部局との連携を図り、情報を共有し、新しい発想の事業を検討します。

●補助金を交付し、文化芸術活動団体の活性化を図ります。

●市の文化的資源を観光や産業に生かします。


